
 
 

○
内
閣
府
令
第 

 
 

号 

 

金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第 

 
 

号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び

同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め

る
。 

平
成
十
四
年
十
二
月 

 
 

日 

内
閣
総
理
大
臣 

小
泉
純
一
郎 

金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
の
た
め
の
特
別
措
置
に
関
す
る
内
閣
府
令 

 

（
定
義
） 

第
一
条 

こ
の
府
令
に
お
い
て
「
銀
行
」
、
「
長
期
信
用
銀
行
」
、
「
銀
行
持
株
会
社
」
、
「
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
」
、

「
組
織
再
編
成
」
、
「
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
」
、
「
劣
後
特
約
付
社
債
」
、
「
優
先
出
資
」
、
「
劣
後
特
約
付
金
銭
消

費
貸
借
」
、
「
経
営
基
盤
強
化
計
画
」
、
「
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
」
、
「
信
用
金
庫
等
」
、
「
信
託
受
益
権
等
」
、
「

信
託
受
益
権
等
に
係
る
協
同
組
織
金
融
機
関
」
、
「
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
」
又
は
「
信
用
協
同
組
合
等
」
と
は
、
そ
れ

ぞ
れ
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
第
一
号
、
第



 
 

二
号
、
第
十
三
号
、
第
十
四
号
、
第
二
項
第
一
号
、
第
三
項
、
第
四
項
若
し
く
は
第
五
項
、
第
三
条
、
第
六
条
第
一
項
、
第

十
五
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
二
項
第
三
号
、
第
二
十
一
条
第
二
項
又
は
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
銀
行
、
長
期
信

用
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
、
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
、
組
織
再
編
成
、
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
、
劣
後
特
約
付
社
債
、

優
先
出
資
、
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
、
経
営
基
盤
強
化
計
画
、
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
、
信
用
金
庫
等
、
信
託
受
益

権
等
、
信
託
受
益
権
等
に
係
る
協
同
組
織
金
融
機
関
、
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
又
は
信
用
協
同
組
合
等
を
い
う
。 

 

（
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
及
び
チ
の
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
） 

第
二
条 

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
当
該
金
融
機
関
等
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す

る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
受
け
る
当
該
他
の
金
融
機
関

等
（
法
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
場
合
と
す
る
。 

一 

銀
行
又
は
銀
行
持
株
会
社 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
金
融
機
関
等
を
銀
行
法
（
昭
和
五
十
六
年
法
律
第
五
十
九

号
）
第
二
条
第
八
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合

（
同
法
第
十
六
条
の
二
第
四
項
又
は
第
五
十
二
条
の
二
十
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す



 
 

る
場
合
に
限
る
。
） 

二 
長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
金
融
機
関
等
を
長
期
信
用
銀
行
法
（

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
七
号
）
第
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み

な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
条
第
六
項
又
は
第
十
六
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の

認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

三 

信
用
金
庫
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
銀
行
の
う
ち
金
融
機
関
の
信
託
業
務
の
兼
営
等
に
関
す
る
法
律
（

昭
和
十
八
年
法
律
第
四
十
三
号
）
に
よ
り
同
法
第
一
条
第
一
項
（
兼
営
の
認
可
）
に
規
定
す
る
信
託
業
務
を
営
む
も
の
（

以
下
こ
の
項
及
び
次
項
第
三
号
か
ら
第
九
号
ま
で
に
お
い
て
「
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
」
と
い
う
。
）
を
信
用
金
庫
法
（

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
八
号
）
第
三
十
二
条
第
六
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み

な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
法
第
五
十
四
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を

必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

四 

信
用
協
同
組
合
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関

す
る
法
律
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社



 
 

と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
法
第
四
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必

要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

五 

労
働
金
庫
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
労
働
金
庫
法
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第

二
百
二
十
七
号
）
第
三
十
四
条
第
五
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。

）
と
す
る
場
合
（
同
法
第
五
十
八
条
の
五
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
厚
生
労
働
大
臣
の
認
可
を
必
要
と

す
る
場
合
に
限
る
。
） 

六 

農
林
中
央
金
庫 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
農
林
中
央
金
庫
法
（
平
成
十
三
年
法
律
第

九
十
三
号
）
第
二
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）

と
す
る
場
合
（
同
法
第
七
十
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
農
林
水
産
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場

合
に
限
る
。
） 

七 

農
業
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
二
条
第
十
号
に
規
定
す
る
農
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

） 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
農
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
三
十
二

号
）
第
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と



 
 

す
る
場
合
（
同
法
第
十
一
条
の
十
八
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
第
九
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
認
可
を

必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

八 

漁
業
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
二
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ

。
） 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
水
産
業
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
二
百

四
十
二
号
）
第
九
十
二
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規

定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を
含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
同

法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

九 

水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
（
法
第
二
条
第
十
二
号
に
規
定
す
る
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会
を
い
う
。
次
項
に

お
い
て
同
じ
。
） 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
を
水
産
業
協
同
組
合
法
第
百
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
一
条
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
（
同
項
の
規
定
に
よ
り
子
会
社
と
み
な
さ
れ
る
も
の
を

含
む
。
）
と
す
る
場
合
（
同
法
第
百
条
第
一
項
の
規
定
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ

り
同
法
第
百
二
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
行
政
庁
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

２ 

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
当
該
他
の
金
融
機
関
等
が
当
該
金
融
機
関
等
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る



 
 

場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
受
け
る
当
該
他
の
金
融
機
関
等

の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。 

一 

銀
行
又
は
銀
行
持
株
会
社 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
金
融
機
関
等
の
主
要
株
主
基
準
値
（
銀
行
法
第
二
条
第
九

項
に
規
定
す
る
主
要
株
主
基
準
値
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
（

銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の

認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
り
、
前
項
第
一
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

二 

長
期
信
用
銀
行
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
金
融
機
関
等
の
主
要
株
主
基
準
値
以

上
の
数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
六
条
の
二
の
二
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
り
、
前
項
第
二
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

三 

信
用
金
庫
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権

を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限

り
、
前
項
第
三
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

四 

信
用
協
同
組
合
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議



 
 

決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合

に
限
り
、
前
項
第
四
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

五 

労
働
金
庫
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権

を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限

り
、
前
項
第
五
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

六 

農
林
中
央
金
庫 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議
決
権
を

保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合
に
限
り

、
前
項
第
六
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

七 

農
業
協
同
組
合
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議

決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合

に
限
り
、
前
項
第
七
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

八 

漁
業
協
同
組
合
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の
数
の
議

決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す
る
場
合



 
 

に
限
り
、
前
項
第
八
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

九 
水
産
加
工
業
協
同
組
合
連
合
会 

株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
信
託
業
務
を
営
む
銀
行
の
主
要
株
主
基
準
値
以
上
の

数
の
議
決
権
を
保
有
す
る
場
合
（
銀
行
法
第
五
十
二
条
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
の
認
可
を
必
要
と
す

る
場
合
に
限
り
、
前
項
第
九
号
の
場
合
を
除
く
。
） 

３ 

第
一
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
チ
の
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他
の
金
融
機
関

等
の
経
営
を
実
質
的
に
支
配
す
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同

項
中
「
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
受
け
る
当
該
他
の
金
融
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
の
移
転
又
は
発
行

を
受
け
る
当
該
金
融
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
は
、
法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
チ
の
当
該
金
融
機
関
等
が
当
該
他
の
金
融
機
関

等
の
経
営
に
重
要
な
影
響
を
与
え
る
場
合
と
し
て
主
務
省
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
受
け
る
当
該
他
の
金
融
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
」
と
あ
る
の
は
「
株
式
の
移
転
又
は
発

行
を
受
け
る
当
該
金
融
機
関
等
の
区
分
に
応
じ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
の
申
請
及
び
認
定
） 



 
 

第
三
条 

法
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
等
（
法
第
二
条
第
一
項
（

第
五
号
、
第
八
号
、
第
九
号
か
ら
第
十
二
号
ま
で
を
除
く
。
）
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
様

式
第
一
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

経
営
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
に
よ
り
、
当
該
経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
（
当
該
経
営
基
盤
強
化
計

画
に
従
い
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
が
あ
る
場
合
に
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
を
含
む
。
）
の
業

務
の
効
率
の
向
上
が
図
ら
れ
、
そ
の
収
益
性
が
相
当
程
度
向
上
す
る
こ
と
を
示
す
書
類 

 

二 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
第
五
条
に
規
定
す
る
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
に

該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

三 

経
営
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
に
よ
り
従
業
員
の
地
位
が
不
当
に
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
す
る
書
類 

 

四 

銀
行
法
、
長
期
信
用
銀
行
法
、
信
用
金
庫
法
、
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
又
は
金
融
機
関
の
合
併
及

び
転
換
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
認
可
を
必
要
と
す
る
組
織
再
編
成
に
係

る
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
可
の
申
請
を
行
っ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
書
類 



 
 

 
五 

株
式
交
換
に
よ
り
他
の
金
融
機
関
等
の
完
全
子
会
社
（
商
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
四
十
八
号
）
第
三
百
五
十
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
完
全
子
会
社
を
い
う
。
）
と
な
る
金
融
機
関
等
が
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
求
め
る
場
合
に

あ
っ
て
は
、
株
式
交
換
契
約
書
及
び
株
主
総
会
の
議
事
録 

 

六 

法
第
二
条
第
二
項
第
一
号
ト
に
規
定
す
る
他
の
金
融
機
関
等
へ
の
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
金
融
機
関
等
が
経
営

基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
金
融
機
関
等
が
株
式
の
移
転
又
は
発
行
を
行
う
こ
と
を
証

す
る
書
類 

 

七 

経
営
基
盤
強
化
計
画
が
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
含
む
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
優
先
株
式
等
の
引
受

け
等
に
係
る
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
の
自
己
資
本
比
率
（
第
五
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
種
類
に
応

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
の
基
準
と
な
る
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。
次
条
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
見
込
み

を
記
載
し
た
書
類 

 

八 

そ
の
他
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
提
出
（
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
予
備
審
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
第

七
条
第
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
五
条
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当



 
 

該
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
（
当
該
経
営
基
盤
強

化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
求
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
二
月
以
内
）
に
、
当
該
認
定

に
係
る
申
請
書
の
正
本
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
申
請
者
た
る
金
融
機
関
等
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
様
式
第
二
に
よ
る
不
認
定
通
知
書
を
当
該
金
融
機
関
等
に
交
付
す

る
も
の
と
す
る
。 

 

（
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
四
条 

法
第
四
条
第
六
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
（
当
該
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
従
い
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等

が
あ
る
場
合
に
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
を
含
む
。
）
又
は
そ
の
子
会
社
等
（
法
第
二
条
第
二
項
第
二
号

に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
い
う
。
以
下
第
五
号
、
第
六
条
第
三
号
及
び
第
十
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
が

業
務
を
行
っ
て
い
る
地
域
に
お
け
る
信
用
供
与
の
方
針
及
び
そ
の
た
め
の
体
制
整
備
に
関
す
る
事
項 

 

二 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
に
係
る
当
該
提
出
の
直
前
の
決
算
期
の
自
己
資
本
比
率 

 

三 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
信
用
金
庫
等
又
は
信
用
協
同
組
合
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当



 
 

該
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
中
の
優
先
出
資
の
発
行
の
見
込
み
（
法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
優
先
出
資

の
発
行
の
特
例
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
に
限
る
。
） 

 

四 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
信
用
金
庫
等
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
法
第
十
五
条
第
一
項
、
第

四
項
又
は
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
消
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
持
分
に
関
す
る
事
項 

 

五 

経
営
基
盤
強
化
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
銀
行
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ

て
は
、
そ
の
子
会
社
等
の
経
営
管
理
に
関
す
る
事
項 

 

（
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
） 

第
五
条 

法
第
五
条
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
は
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
金
融
機
関
等
の
種
類
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
区
分
を
い
う
。 

 

一 

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
並
び
に
海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
銀
行
法
第
十
四

条
の
二
第
二
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
第
一
項
及
び
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
及

び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



 
 

 
二 

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
並
び
に
海
外
拠
点
を
有
す
る
信
用
金
庫
連
合
会
（
前
号
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
） 

国
際
統
一
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

三 

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
（
銀
行
法
第
二
条
第
八
項
及
び
長
期
信
用
銀
行
法
第
十

三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
子
会
社
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
と
す
る
銀
行
持
株
会
社
及
び
長
期
信
用
銀

行
持
株
会
社 

第
一
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
が
八
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

四 

海
外
営
業
拠
点
を
有
す
る
銀
行
及
び
長
期
信
用
銀
行
を
子
会
社
と
し
て
い
な
い
銀
行
持
株
会
社
及
び
長
期
信
用
銀
行
持

株
会
社 

第
二
基
準
に
係
る
連
結
自
己
資
本
比
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

五 

前
各
号
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
以
外
の
金
融
機
関
等
（
銀
行
法
第
十
四
条
の
二
第
二
号
（
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七

条
第
一
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
及
び
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
） 

国
内
基
準
に
係
る
単
体
自
己

資
本
比
率
及
び
連
結
自
己
資
本
比
率
の
い
ず
れ
も
四
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 

六 

前
各
号
に
規
定
す
る
金
融
機
関
等
以
外
の
金
融
機
関
等 

国
内
基
準
に
係
る
単
体
自
己
資
本
比
率
が
四
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
で
あ
る
こ
と
。 



 
 

２ 
前
項
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
規
定
す
る
「
海
外
営
業
拠
点
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点
を
い
う
。 

一 

前
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点 

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る

命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
三
十
九
号
）
第
一
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て

準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
四

十
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点 

二 

前
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点 

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る

命
令
第
三
条
第
二
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
海
外
営
業
拠
点 

３ 

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
「
海
外
拠
点
」
と
は
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る

銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
四
十
一
号
）
第

三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
海
外
拠
点
を
い
う
。 

４ 

第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
「
国
際
統
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等



 
 

を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
国
際
統
一
基
準
を
い
う
。 

５ 

第
一
項
第
一
号
、
第
二
号
、
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
「
単
体
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第

二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二

十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
六
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す

る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
六
項
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関

す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
（
平
成
十

二
年
総
理
府
令
・
大
蔵
省
令
第
四
十
二
号
）
第
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。 

６ 

第
一
項
第
一
号
、
第
三
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
「
連
結
自
己
資
本
比
率
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区

分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
を
い
う
。 

一 

第
一
項
第
一
号
及
び
第
五
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率 
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を

定
め
る
命
令
第
一
条
第
八
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す



 
 

る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
七
項
、
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条

第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
七
項
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第

一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
四
項
に
規
定
す
る

連
結
自
己
資
本
比
率 

二 

第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率 

銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十

号
）
第
三
十
四
条
の
十
第
一
項
第
四
号
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
七
年
大
蔵
省
令
第
十
三
号
）
第
五

条
の
二
の
六
第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率 

７ 

第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
「
第
一
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

三
条
第
三
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

め
る
命
令
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
第
一
基
準
を
い
う
。 

８ 

第
一
項
第
四
号
に
規
定
す
る
「
第
二
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第

三
条
第
四
項
又
は
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
第
二
基
準
を
い
う
。 



 
 

９ 
第
一
項
第
五
号
及
び
第
六
号
に
規
定
す
る
「
国
内
基
準
」
と
は
、
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定

め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
、
長
期
信
用
銀
行
法
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
区

分
等
を
定
め
る
命
令
第
一
条
第
五
項
又
は
信
用
金
庫
法
第
八
十
九
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
二
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
区
分
等
を
定
め
る
命
令
第
三
条
第
四
項
に
規
定
す
る
国
内
基
準
を
い
う
。 

（
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
求
め
る
場
合
の
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
記
載
事
項
） 

第
六
条 

法
第
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
求
め
る
理
由 

 

二 

優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
求
め
る
額
の
算
定
根
拠 

三 

優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
に
係
る
組
織
再
編
成
金
融
機
関
等
が
銀
行
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る

場
合
に
あ
っ
て
は
、
劣
後
特
約
付
社
債
の
引
受
け
又
は
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
よ
る
貸
付
け
そ
の
他
の
方
法

に
よ
り
そ
の
子
会
社
等
の
財
務
内
容
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策 

 

（
認
定
を
受
け
た
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
及
び
認
定
） 

第
七
条 

認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
趣
旨
の
変
更
を
伴
わ
な
い
軽
微
な
変
更
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
を
要
し



 
 

な
い
も
の
と
す
る
。 

２ 
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
金
融
機
関
等
は
、
様
式
第

三
に
よ
る
申
請
書
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

３ 

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
写
し
そ
の
他
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
認
定
を

す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
そ
れ
ぞ
れ
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

第
二
項
の
変
更
の
申
請
に
係
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
は
、
当
該
変
更
の
申
請
の
前
の
認
定
経
営
基
盤
強
化
計

画
に
従
っ
て
経
営
基
盤
強
化
を
実
施
し
た
期
間
を
含
め
、
五
年
を
超
え
な
い
も
の
と
す
る
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
第
二
項
の
変
更
の
申
請
に
係
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に

法
第
七
条
第
三
項
に
照
ら
し
て
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
変
更
の
認
定
を
す
る
と
き
は
、
当
該
提

出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
一
月
以
内
（
当
該
経
営
基
盤
強
化
計
画
が
優
先
株
式
等
の
引
受
け
等
を
含
む
場
合
に
あ
っ

て
は
、
二
月
以
内
）
に
、
当
該
変
更
の
認
定
に
係
る
申
請
書
の
正
本
に
記
名
押
印
し
、
こ
れ
を
認
定
書
と
し
て
申
請
者
た
る

金
融
機
関
等
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

６ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
前
項
の
認
定
を
し
な
い
と
き
は
、
様
式
第
四
に
よ
る
不
認
定
通
知
書
を
当
該
金
融
機
関
等
に
交
付
す



 
 

る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
公
表
） 

第
八
条 

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
三
条
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
五
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受

け
た
金
融
機
関
等
（
当
該
認
定
を
受
け
た
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
従
い
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
が
あ
る
場
合
に
は

、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
当
該
認
定
に
係
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

金
融
庁
長
官
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
変
更
の
認
定
が
あ
っ
た
と
き
は
、
様
式
第
六
に
よ
り
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該

認
定
を
受
け
た
金
融
機
関
等
（
当
該
認
定
を
受
け
た
経
営
基
盤
強
化
計
画
に
従
い
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
が
あ
る

場
合
に
は
、
新
た
に
設
立
さ
れ
る
金
融
機
関
等
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
当
該
認
定
に
係
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
内
容
を

公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
） 

第
九
条 

法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
行
う
金
融
機
関
等
は
、
当
該

認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
実
施
期
間
の
各
営
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該



 
 

各
営
業
年
度
又
は
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
様
式
第
七
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
行
う
金
融
機
関
等
が
銀
行
、
長
期

信
用
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
及
び
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
認
定
経
営
基
盤
強
化
計
画
の

実
施
期
間
の
各
営
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
営
業
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て

当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
前
項
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

３ 

法
第
九
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
経
営
基

盤
強
化
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
八
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
経
営
計
画
の
提
出
、
記
載
事
項
、
公
表
及
び
履
行
状
況
の
報
告
） 

第
十
条 

法
第
十
一
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
計
画
を
金
融
庁

長
官
に
提
出
す
る
金
融
機
関
等
は
、
様
式
第
九
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

法
第
十
一
条
第
二
項
第
四
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

協
定
銀
行
が
協
定
の
定
め
に
よ
り
取
得
し
た
優
先
株
式
等
又
は
貸
付
債
権
の
内
容 

 

二 

経
営
計
画
を
提
出
す
る
金
融
機
関
等
が
銀
行
持
株
会
社
又
は
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
劣



 
 

後
特
約
付
社
債
の
引
受
け
又
は
劣
後
特
約
付
金
銭
消
費
貸
借
契
約
に
よ
る
貸
付
け
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
そ
の
子
会
社

等
の
財
務
内
容
の
健
全
性
を
確
保
す
る
た
め
の
方
策 

３ 

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
八
条
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
計
画
の
提
出
を
受
け
た
金
融
庁
長
官
は
、
様

式
第
十
に
よ
り
、
当
該
経
営
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
行
う
金

融
機
関
等
は
、
当
該
経
営
計
画
の
期
間
の
各
営
業
年
度
又
は
事
業
年
度
に
お
け
る
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て
当
該

各
営
業
年
度
又
は
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
様
式
第
十
一
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
行
う
金

融
機
関
等
が
銀
行
、
長
期
信
用
銀
行
、
銀
行
持
株
会
社
及
び
長
期
信
用
銀
行
持
株
会
社
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
原
則
と

し
て
当
該
経
営
計
画
の
期
間
の
各
営
業
年
度
開
始
の
日
か
ら
当
該
営
業
年
度
の
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
の
履
行
状
況
に
つ
い

て
当
該
期
間
経
過
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
前
項
に
規
定
す
る
様
式
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

６ 

法
第
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
経

営
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
十
二
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 
（
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
の
提
出
、
記
載
事
項
及
び
公
表
） 

第
十
一
条 

法
第
二
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
を
提
出
す
る
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
（
法

第
二
条
第
七
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
様
式
第
十
三
に

よ
る
計
画
一
通
及
び
そ
の
写
し
一
通
を
、
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 

２ 

前
項
の
計
画
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

一 

協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
が
そ
の
会
員
で
あ
る
協
同
組
織
金
融
機
関
（
法
第
二
条
第
三
項
、
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第

七
項
に
規
定
す
る
協
同
組
織
金
融
機
関
（
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
が
法
第
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
す
る
経
営
基
盤
強
化
の
た
め
に
行
っ
た
優
先
出
資
の
引
受
け
又
は
劣
後
特
約
付
金

銭
消
費
貸
借
に
よ
る
貸
付
け
の
状
況
を
記
載
し
た
書
類 

 

二 

信
託
受
益
権
等
に
係
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
従
業
員
の
地
位
が
不
当
に
害
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
証
す
る
書

類 

 

三 

信
託
受
益
権
等
の
買
取
り
の
決
定
に
係
る
審
査
を
す
る
た
め
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
を
記
載
し
た
書
類 

３ 

法
第
二
十
一
条
第
三
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

 
一 

信
託
受
益
権
等
の
買
取
り
を
求
め
る
理
由 

 

二 
買
取
り
を
求
め
る
信
託
受
益
権
等
の
額
及
び
内
容 

 

三 

信
託
受
益
権
等
の
買
取
り
を
求
め
る
額
の
算
定
根
拠 

四 

買
取
り
に
係
る
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
を
提
出
す
る
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
が
保
有
す
る
信
託
受
益
権
等
の
額
及

び
内
容 

 

五 

信
託
受
益
権
等
に
係
る
協
同
組
織
金
融
機
関
の
組
織
再
編
成
が
他
の
協
同
組
織
金
融
機
関
へ
の
事
業
の
一
部
の
譲
渡
又

は
他
の
協
同
組
織
金
融
機
関
か
ら
の
事
業
の
一
部
の
譲
受
け
で
あ
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
他
の
協
同
組
織
金
融

機
関
が
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
健
全
な
自
己
資
本
の
状
況
に
あ
る
旨
の
区
分
に
該
当
し
て
い
た
旨
及
び
そ
の
根
拠

と
な
る
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
単
体
自
己
資
本
比
率
（
当
該
他
の
協
同
組
織
金
融
機
関
が
信
用
金
庫
法
第
八
十
九

条
第
一
項
又
は
協
同
組
合
に
よ
る
金
融
事
業
に
関
す
る
法
律
第
六
条
第
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
銀
行
法
第
十
四
条
の

二
第
二
号
に
規
定
す
る
子
会
社
等
を
有
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
単
体
自
己
資
本
比
率
及
び
第
五
条
第
六
項
に
規

定
す
る
連
結
自
己
資
本
比
率
） 

４ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
の
提
出
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
速
や
か
に
法
第
二
十
一
条
第
四
項
に



 
 

照
ら
し
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
当
該
提
出
を
受
け
た
日
か
ら
原
則
と
し
て
二
月
以
内
に
信
託
受
益
権
等
の
買
取
り
を
行
う
か

ど
う
か
の
決
定
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

５ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
信
託
受
益
権
等
の
買
取
り
を
行
わ
な
い
旨
の
決
定
を
し
た
と
き
は
、
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
を
提

出
し
た
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
に
様
式
第
十
四
に
よ
る
通
知
書
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
及
び
公
表
） 

第
十
二
条 

法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
の
履
行
状
況
の
報
告
を
行
う
協
同
組
織
中
央

金
融
機
関
は
、
当
該
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画
の
実
施
期
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
原
則
と
し
て

当
該
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
様
式
第
十
五
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

法
第
二
十
三
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
経
営
基
盤
強
化
指
導
計
画

の
履
行
状
況
の
報
告
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
十
六
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

（
経
営
指
導
計
画
の
提
出
、
記
載
事
項
、
公
表
及
び
履
行
状
況
の
報
告
） 

第
十
三
条 

法
第
二
十
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
指
導
計
画

を
金
融
庁
長
官
に
提
出
す
る
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
は
、
様
式
第
十
七
に
よ
り
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。 



 
 

２ 
法
第
二
十
五
条
第
二
項
第
三
号
に
規
定
す
る
主
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
協
定
銀
行
が
協
定
の
定
め
に
よ
り
取
得
し
た

信
託
受
益
権
等
の
額
及
び
内
容
の
ほ
か
、
経
営
指
導
計
画
を
提
出
す
る
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
が
保
有
す
る
信
託
受
益
権

等
の
額
及
び
内
容
と
す
る
。 

３ 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
二
条
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
指
導
計
画
の
提
出
を
受
け
た
金
融
庁

長
官
は
、
様
式
第
十
八
に
よ
り
、
当
該
経
営
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

４ 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
経
営
指
導
計
画
の
履
行
状
況
の
報

告
を
行
う
協
同
組
織
中
央
金
融
機
関
は
、
当
該
経
営
指
導
計
画
の
期
間
の
各
事
業
年
度
に
お
け
る
履
行
状
況
に
つ
い
て
、
原

則
と
し
て
当
該
各
事
業
年
度
終
了
後
三
月
以
内
に
、
金
融
庁
長
官
に
様
式
第
十
九
に
よ
り
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

法
第
二
十
五
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
金
融
庁
長
官
が
経
営
指
導
計
画
の

履
行
状
況
の
報
告
を
公
表
す
る
場
合
に
は
、
様
式
第
二
十
に
よ
り
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
予
備
審
査
等
） 

第
十
四
条 

金
融
機
関
等
は
、
法
第
三
条
又
は
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
経
営
基
盤
強
化
計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
当
該
認
定
の
申
請
を
す
る
際
に
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
べ
き
書
類
に
準
じ
た
書
類
を
金
融
庁
長
官
を
経
由



 
 

し
て
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
し
て
予
備
審
査
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。 

２ 
金
融
機
関
等
は
、
法
第
三
条
又
は
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
の
申
請
を
す
る
際
に
申
請
書
に
添
付
す
べ
き
書

類
に
つ
い
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
予
備
審
査
の
際
に
提
出
し
た
書
類
と
内
容
に
変
更
が
な
い
場
合
に
は
、
そ
の
旨
を
申
請

書
に
記
載
し
て
、
そ
の
添
付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
経
由
官
庁
） 

第
十
五
条 

金
融
機
関
等
は
、
法
又
は
こ
の
府
令
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
に
提
出
す
る
書
類
は
、
金
融
庁
長
官
を
経
由

し
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

金
融
機
関
等
（
金
融
機
関
等
の
組
織
再
編
成
の
促
進
に
関
す
る
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
四
年
政
令
第 

 
 

号
）

第
十
七
条
に
規
定
す
る
金
融
庁
長
官
の
指
定
す
る
金
融
機
関
等
を
除
く
。
）
は
、
こ
の
府
令
に
規
定
す
る
書
類
を
金
融
庁
長

官
に
提
出
す
る
と
き
は
、
当
該
金
融
機
関
等
の
本
店
又
は
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
財
務
局
長
（
当
該
所
在
地

が
福
岡
財
務
支
局
の
管
轄
区
域
（
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
を
除
く
。
）
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
福
岡
財
務
支
局
長
と

し
、
当
該
所
在
地
が
財
務
事
務
所
の
管
轄
区
域
内
に
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
当
該
財
務
事
務
所
長
と
す
る
。
）
を
経
由
し
て

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



 
 

附 

則 
こ
の
府
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
五
年
一
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 



  様式第一 
経営基盤強化に関する計画の認定申請書                                                                

 
年  月  日 

   主務大臣 名  殿 
                
                      （申請者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき、下記の経営基盤強化に関
する計画について認定を受けたいので申請します。 
 

記 
  １．計画の実施期間 
 ２．経営基盤強化による収益性の向上の程度 
  ３．組織再編成の内容及びその実施時期 
  ４．改革方針の内容 
  ５．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 
  ６．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 
 ７．連結及び単体の自己資本比率（連結自己資本比率規制の対象とならない金融機関は単体自己資本 
  比率のみとする。） 
  ８．計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み（ただし、法第14条第 1項に規定する優先出資の発 
  行の特例を受けようとする場合に限る。） 
  ９．持分の消却に関する事項（信用金庫等に限る。） 
 10．子会社等の経営管理に関する事項（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合に限る。） 
  
 （優先株式等の引受け等を求める場合） 
 11．優先株式等の引受け等を求める理由 
 12．優先株式等の引受け等を求める額及び内容  
 13．優先株式等の引受け等を求める額の算定根拠 
 14．劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法によりその 
  子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であ 
  る場合に限る。）  
   
 
                                     第       号   

             年  月  日  
認 定 書 

  
                        (住 所） 
                        (申請者）   
 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき提出された経営基盤強化に
関する計画は、同法第５条各号（優先株式等の引受け等を求める場合にあっては同法第 6条第 4項）に
適合する経営基盤強化計画として認定する。 
 
 
 
                            主務大臣          印 
                                   



  
 
（備考） 
   １．連名で申請する場合は、（申請者）欄及び各別表を適宜補正して作成すること。 
   ２．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ３．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．計画の実施期間 
     計画全体の始期及び終期について記載する。    

２．経営基盤強化による収益性の向上の程度 
   別表一から別表四（優先株式等の引受け等を求める場合は別表五を含む。）より、計画期間中 
 の各営業（又は事業）年度末決算における計画値を記載する。計画において独自の指標を設ける 
 場合は、※欄に適宜記載する。 
３．組織再編成の内容及びその実施時期 
  別表六により、法第２条第２項第１号イからチまでの該当する組織再編成の形態に応じ、組織 

    再編成の内容及び実施時期を記載する。申請者が組織再編成の当事者の一部である場合には、他 
       の当事者金融機関等の名称を記載すること。 

４．改革方針の内容 
  改革方針に基づき実施する措置の内容及び実施時期を記載する。 
５．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 
（１）経営基盤強化の開始時期の従業員数（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合に 
  はその子会社たる銀行ごとにそれぞれ記載する。以下(5)まで同じ。） 
（２）経営基盤強化の終了時期の従業員数 
（３）経営基盤強化に充てる予定の従業員数 
（４）（３）中、新規採用される従業員数 
（５）経営基盤強化に伴い出向又は解雇される従業員数 

   ６．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 
    別表七により、記載する。 
     ７．自己資本比率 
    申請時における直近の監査証明（又は監事監査の証明）を受けた決算に基づくものを記載する。 
   ８．計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み（ただし、法第14条第1項に規定する優先出資 
       の発行の特例を受けようとする場合に限る。） 

（１）申請時における普通出資及び優先出資のそれぞれの総口数を記載する。 
（２）本計画に基づく優先出資発行後に見込まれる普通出資及び優先出資のそれぞれの総口数を 
  記載する。 
９．持分の消却に関する事項（信用金庫等に限る。） 
  別表八により、法第15条第 1項から第11項までの規定に基づき、消却することができる持分 
  の金額及び口数を記載する。 
10．銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合には、その子会社等の経営管理に関する事 
 項を別表九に記載する。 

      
   （優先株式等の引受け等を求める場合）    
   11.～14.別表十により、優先株式等の引受け等を求める理由、引受け等を求める額及び内容、引受 
    け等を求める額の算定根拠、銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社が引受け等を求める場合 
    にあっては、その子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策を記載する。 
 
 
 
 
 
 
 



(別表一の一（１）)収益動向及び計画 （億円）

  年　月末
（実績）

  年　月末
（実績）

年　月末実績
（見込み）

年　月末計画
(見込み)

年　月末
計画

年　月末
計画

年　月末
計画

年　月末
計画

資産の部合計

貸出金

※

負債の部合計

預金・譲渡性預金

債券

※

資本の部合計

資本金

資本準備金

その他資本剰余金

利益準備金

剰余金

その他有価証券評価差額金

自己株式

  年　月期
（実績）

  年　月期
（実績）

 年　月期実
績

（見込み）

年　月期計画
(見込み)

年　月期
計画

年　月期
計画

年　月期
計画

年　月期
計画

業務粗利益(注１）

業務収益

資金運用収益

※

業務費用

資金調達費用

役務取引等利益

その他業務利益

国債等債券関係損(▲)益

※

金銭の信託運用見合い費用

※

コア業務純益（注２）

業務純益(注３）

一般貸倒引当金繰入額

経費

人件費

物件費

※

不良債権処理損失額

株式等関係損(▲)益

※

経常利益

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

税引後当期（又は中間）利益
(記載要領）以下のそれぞれの所管法令に規定する項目を記載する。

銀行～銀行法施行規則第１８条第２項に規定する業務報告書
長期信用銀行～長期信用銀行法施行規則第１７条第２項に規定する業務報告書
信用金庫(連合会を含む）～信用金庫法施行規則第２０条に規定する業務報告書
信用組合(連合会を含む）～協同組合による金融事業に関する法律施行規則第１２条に規定する業務報告書
労働金庫(連合会を含む）～労働金庫法施行規則第１６条に規定する業務報告書
農林中央金庫～農林中央金庫法施行規則第４８条に規定する業務報告書
農業協同組合連合会～農業協同組合及び農業協同組合連合会の信用事業に関する命令第５３条に規定する業務報告書
漁業協同組合連合会及び水産加工業協同組合連合会～漁業協同組合等の信用事業に関する命令第１１条に規定する業務報告書

注１　業務粗利益=業務純益+一般貸倒引当金繰入額+経費
注２　コア業務純益＝業務純益+一般貸倒引当金繰入額-国債等債券関係損益
注３　業務純益=業務収益－（業務費用－金銭の信託運用見合費用）
※　計画の中で、個別に設定した項目を記載する。
(注）協同組織金融機関にあっては、資本勘定を会員勘定又は組合員勘定とすること。

資
産
・
負
債
・
資
本
勘
定

（
平
均
残
高

）

損
益



(別表一の一（２））

  年　月期
（実績）

  年　月期
（実績）

年　月期実績
（見込み）

年　月期計画
(見込み)

年　月期
計画

年　月期
計画

年　月期
計画

年　月期
計画

預貸金利鞘(B)-(D)-(E)

資金運用利回(A)
資金運用収益／資金運用勘定〈平残〉

資金調達原価率（Ｃ）
（資金調達費用－金銭の信託運用見合費用＋
経費）／資金調達勘定平均残高合計

預貸率
貸出金／（預金＋譲渡性預金＋債券）

預金利回(含むNCD)(D)
〈預金利息＋譲渡性預金利息〉／預金・
譲渡性預金平均残高合計

経費率(E)
経費／預金・譲渡性預金・債権平均残
高合計

経
営
指
標

（
％

）

当期利益ＲＯＥ
(税引後当期（中間）利益/資本勘定<平残>)

当期利益ＲＯＡ
(税引後当期(中間）利益/総資産<平残>)

コア業純ＲＯＥ
(コア業務純益/資本勘定<平残>)

ＯＨＲ

コア業純ＲＯＡ
(コア業務純益/総資産<平残>)

貸出金利回(B)
貸出金収入／貸出金〈平残〉

総資金利鞘(A)-(C)



(別表一の二)収益動向及び計画［持株会社名］

持株会社     年  月  設立 (億円）

  年　月末   年　月末   年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末

実績 実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画

総資産

貸出金

※

総負債

※

資本勘定計

資本金

資本準備金

その他資本剰余金

利益準備金

剰余金

自己株式

  年　月期   年　月期   年　月期   年　月期   年　月期   年　月期   年　月期   年　月期

実績 実績 実績 計画 計画 計画 計画 計画

経常利益

受取配当金

経費

人件費

物件費

※

法人税、住民税及び事業税

法人税等調整額

税引後当期(又は中間）利益

※　計画の中で、個別に設定した項目を記載する。

資
産
・
負
債
・
資
本
勘
定

（
平
均
残
高

）

損
益

経
営

指
標

ＲＯＥ
(当期(中間）利益/資本勘定<平残>)

※

ＲＯＡ
(当期(中間）利益/総資産<平残>)

持株会社



(別表一の三)収益動向（連結ベース）
(億円）

年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末
実績 実績 実績 見込み 計画 計画 計画 計画

総資産
貸出金
※
総負債
預金・ＮＣＤ
※
資本勘定計
資本金
資本剰余金
利益剰余金
その他有価証券評価差額金
自己株式

年　月期 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期
実績 実績 実績 見込み 計画 計画 計画 計画

経常収益
資金運用収益
※
経常費用
資金調達費用
役務取引等費用
その他業務費用
営業経費
その他経常費用
貸出金償却
貸倒引当金繰入額
一般貸倒引当金純繰入額
個別貸倒引当金純繰入額
※
経常利益
特別利益
特別損失
法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
少数株主利益
税引後当期(又は中間）利益

(注）協同組織金融機関にあっては、資本勘定を会員勘定又は組合員勘定とすること。

※　計画の中で、個別に設定した項目を記載する。

経
営

指
標

損
益

資
産
・
負
債
・
資
本

（
末
残

）

ＲＯＥ（％）
(当期(中間）利益/資本勘定<平残>)

ＲＯＡ（％）
(当期(中間）利益/総資産<平残>)



(別表二の一)自己資本比率の推移  …  採用している基準(国際統一基準・国内基準)を明記のこと

(単体) (億円)

　年　　月期 　年　　月期 　年　　月期 　年　　月期 備考

実績 実績 実績 計画

資本金

うち普通株式

うち優先株式(非累積型)

優先出資証券

資本準備金

利益準備金

その他有価証券の評価差損

任意積立金

次期繰越利益

その他

TierⅠ計

(うち税効果相当額) （　　　  　　） （　　　  　　） （　　　  　　） （　　　　  　）

優先株式(累積型)

優先出資証券

永久劣後債

永久劣後ローン

有価証券含み益

土地再評価益

貸倒引当金

その他

Upper TierⅡ計

期限付劣後債

期限付劣後ローン

その他

Lower TierⅡ計

TierⅡ計

TierⅢ

控除項目

自己資本合計

(億円)

リスクアセット

オンバランス項目

オフバランス項目

その他(注２)

(％)

自己資本比率

TierⅠ比率

(注１)マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額とする。

(注２)国内基準採用行については、適宜、記載欄を調製すること。



(別表二の二)自己資本比率の推移  …  採用している基準(国際統一基準・国内基準)を明記のこと

(連結) (億円)

　年　　月期 　年　　月期 　年　　月期 　年　　月期 備考

実績 実績 実績 計画

資本金

うち普通株式

うち優先株式(非累積型)

優先出資証券

資本準備金

その他有価証券の評価差損

為替換算調整勘定

剰余金

その他

TierⅠ計

(うち税効果相当額) （　　　  　　） （　　　  　　） （　　　  　　） （　　　　  　）

優先株式(累積型)

優先出資証券

永久劣後債

永久劣後ローン

有価証券含み益

土地再評価益

貸倒引当金

その他

Upper TierⅡ計

期限付劣後債

期限付劣後ローン

その他

Lower TierⅡ計

TierⅡ計

TierⅢ

控除項目

自己資本合計

(億円)

リスクアセット

オンバランス項目

オフバランス項目

その他(注２)

(％)

自己資本比率

TierⅠ比率

(注１)マーケット・リスク相当額を８％で除して得た額とする。

(注２)国内基準採用行については、適宜、記載欄を調製すること。



(別表三)リスク管理債権情報(注)
（億円、％）

年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末 年　月末
実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結） 実績（単体） 実績（連結）

破綻先債権額(A)

部分直接償却

延滞債権額(B)

３か月以上延滞債権額(C)

貸出条件緩和債権額(D)

合計(E)=(A)+(B)+(C)+(D)

比率　　(E)/総貸出
(注)全銀協の「有価証券報告書における「リスク管理債権情報」の開示について」(平成10年3月24日付、
平10調々第43号)の定義に従うものとする。



(別表四)不良債権処理状況
(億円)

不良債権処理状況(単体） 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期
実績 実績 実績 見込み

不良債権処理損失額(Ａ）
個別貸倒引当金繰入額
貸出金償却等(Ｃ)
その他の引当金繰入額
一般貸倒引当金繰入額(Ｂ)

合計(A)＋(B)

<参考>
貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ)

(億円)
不良債権処理状況(連結） 年　月期 年　月期 年　月期 年　月期

実績 実績 実績 見込み
不良債権処理損失額(Ａ）
個別貸倒引当金繰入額
貸出金償却等(Ｃ)
その他の引当金繰入額
一般貸倒引当金繰入額(Ｂ)

合計(A)＋(B)

<参考>
貸倒引当金目的取崩による直接償却等(Ｄ)

(注）貸出金償却等には、貸出金償却額のほか共同債権買取機構向け債権売却損、協定銀行等への資産売
却損、その他売却損、債権放棄損を含む。

(注）貸出金償却等には、貸出金償却額のほか共同債権買取機構向け債権売却損、協定銀行等への資産売
却損、その他売却損、債権放棄損を含む。



（別表五）配当等に関する事項
(億円、円)

年　月末 年　月末 年　月末 　年　月期

実績 実績 実績 見込み

配当可能利益

配当金(中間配当を含む)

１株当たり配当金（普通株）

配当所要額（優先株＜公的資金分＞）

配当所要額（優先株＜その他＞）
（注）協同組織金融機関の場合は記載項目を修正して記載する。



別表六 
     経営基盤強化計画の内容 

 

組織再編成 

 

内容及び実施時期 

 
組織再編成に係る他の当
事者金融機関等の名称等 

法第２条２項１号イ   

法第２条２項１号ロ   

法第２条２項１号ハ   

法第２条２項１号ニ   

法第２条２項１号ホ   

法第２条２項１号ヘ   

法第２条２項１号ト   

 

法第２条２項１号チ   

 

改革方針 

 

実施する措置の内容 

 

実施時期 

収益性の高い分野への

特化又は参入 

 

  

業務の合理化又は業務

の提供方法の改善 

 

  

 

業務のための必要度が

低い資産又は収益性の

低い資産の処分 

  

適用を求める特別措置の内容 

 （注）１．複数の改革方針を策定する場合には、その全てについて記載する。 
  ２． 適用を求める特別措置については、申請段階において適用を求める本法に基づく特別措置 
   について具体的に記載する。 
   ３．組織再編成に係る他の当事者金融機関等には、名称・本店所在地・代表者名を記載する。 
 

 
 
別表七 
   業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 
   

業務を行っている地域  

信用供与の方針  



信用供与の実施体制の整備

に関する事項 

 

 （注） 
  １．業務（事業）を行っている地域（地区）は営業所（事業所）が設置されている都道府県名（市 
   町村名とすることも可）を記載する。 
  ２．地域（地区）により信用供与の方針が異なる場合は、それぞれについて記載する。 
  ３．体制整備に関する事項には、その実施状況を検証する体制を含めて記載する。 
 
 
別表八 
  持分の消却に関する事項 

組織再編成を実施す
るにあたり譲受けの
請求を受けた持分 

 

上記持分の消却見込
み 

 

 （注）法第 15 条の規定に基づき記載する 
 
別表九 
   子会社等の経営管理に関する事項 

【子会社等の名称】 
 
【経営管理に関する事項】 
 

 （注）子会社等ごとに記載する。 
     
別表十 
  優先株式等について    

１．引受け等を求める理由 

２．引受け等を求める額及びその算定根拠  

３．優先株式等の内容 

４．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会 
 社である場合に限る。） 

（注）１．優先株式等の内容は、その商品性により以下の項目について記載する。 
   （１）優先株式（転換型）の場合 
     ・種類・発行株式数・発行価額・発行総額・非資本組入額・発行方法・払込期日 
     ・配当起算日・優先配当金・優先中間配当金・残余財産の分配・消却・議決権 
     ・新株引受権等・転換・その他の特約 
   （２）優先株式（社債型）の場合 
     ・種類・発行株式数・発行価額・発行総額・非資本組入額・発行方法・払込期日 
     ・配当起算日・優先配当金・優先中間配当金・残余財産の分配・消却・償還・議決権 
     ・新株引受権等・その他の特約 
   （３）劣後特約付金銭消費貸借の場合 
     ・借入金額・契約締結日・利息・元金の弁済期限・任意弁済・利息支払方法・劣後特約 
     ・その他の特約 
   （４）劣後特約付社債の場合 
     ・社債総額・払込日・利率・償還期日・コール条項・利息の支払方法・劣後特約 
     ・その他の特約 



   （５）優先出資の場合 
     ・種類・発行価額・発行総額・発行口数・非資本組入額・発行方法・払込期日・配当起算日 
     ・優先配当金・残余財産の分配・消却・償還・議決権・その他の特約 
   ２．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策については、引受け等により充実された 
    自己資本を金融機関等以外の子会社等に活用していないことを含め、具体的に記載すること。 



  様式第二 
                       
               経営基盤強化に関する計画の不認定通知書 
                                                                         年 月 日 
            
 
          殿 
                      
 
                                                主務大臣 名   印 
 
 
   平成 年 月 日付けで認定申請のあった経営基盤強化に関する計画については、下記の理由によ
り認定をしないものとします。 

 

記 

     
                         （不認定の理由） 

  

 

 
   
  （備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
   金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第５条各号（優先株式等の引受け等を求める 
  場合にあっては同法第 6 条第 4 項）のうち、認定をしない理由を具体的に記載する。 

 



 様式第三 
認定経営基盤強化計画の変更認定申請書 

                                                                        年 月 日 
    
主務大臣 名  殿 
  
                       (申請者）  住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名  印 
 
 
   平成 年 月 日付けで認定を受けた経営基盤強化に関する計画について下記のとおり変更したい 
 ので、金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第 7条第１項の規定に基づき認定を申請し 
 ます。 

記 
  １．変更事項の内容 
  ２．変更を行うことについて予見し難い経済環境の変化その他のやむを得ない事情 
  
 
                                    第       号   

 
認 定 書 

 
  
                        (住 所） 
                        (申請者）   
 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第７条第 1項の規定に基づき提出された経営基盤
強化に関する計画は、同法第７条第 3 項の規定に適合する経営基盤強化計画として認定する。 
 
 
 
 
                            主務大臣          印 
 
 
 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。 
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
   １．変更事項の内容については、変更前と変更後を対比して記載する。 

   ２．参考となる資料を添付する。 



様式第四 
認定経営基盤強化計画の変更不認定通知書 

                                            
                                                  年 月 日 
           
         殿 
          
                            主務大臣 名   印 
 
   平成 年 月 日付けで変更認定申請のあった経営基盤強化に関する計画については、下記の理由 
 により認定をしないものとします。 
                                      

記 
 

（不認定の理由） 
                   
 
                                     

 
 （備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領）金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第７条第３項のうち、認定をしな 

     い理由を具体的に記載する。 

 



様式第五 
認定経営基盤強化計画の内容の公表 

                                       
                                     年  月  日 

           
  金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第３条の規定に基づき、下記のとおり、経営基 
 盤強化に関する計画の認定をしたので同法第８条の規定に基づきこれを公表する。 

 
記 

 １．認定した年月日 
 ２．認定を受けた金融機関等の名称(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等があ 
  る場合には、新たに設立される金融機関等を含む。） 
 ３．計画の実施期間 
  ４．経営基盤強化による収益性の向上の程度 
  ５．組織再編成の内容及びその実施時期 
  ６．改革方針の内容 
  ７．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 
  ８．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 
 ９．連結及び単体の自己資本比率 
  10．計画の実施期間中の優先出資の発行の見込み（ただし、法第14条第 1項に規定する優先出資の発 
    行の特例を受けようとする場合に限る。） 
  11．持分の消却に関する事項（信用金庫等に限る。） 
 12．子会社等の経営管理に関する事項（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場合に限る。） 
  
（優先株式等の引受け等を求める場合） 
 13．優先株式等の引受け等を求める理由 
 14．優先株式等の引受け等を求める額及び内容 
 15．優先株式等の引受け等を求める額の算定根拠 
 16．劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借契約による貸付けその他の方法によりその 
  子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社であ 
  る場合に限る。） 
 

（備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
（記載要領）   
  申請された別表も公表する。 
  
 

 



 様式第六 
 

変更認定経営基盤強化計画の内容の公表 
              年  月  日 

 
  金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第７条第１項の規定に基づき、下記のとおり、 
 経営基盤強化に関する計画の変更を認定をしたので同法第８条の規定に基づきこれを公表する。 
 

記 
 

 １．認定をした年月日 
 ２．認定を受けた金融機関等の名称(当該経営基盤強化計画に従い新たに設立される金融機関等があ 
  る場合には、新たに設立される金融機関等を含む。） 
 ３．変更の理由 
 ４．変更後の認定経営基盤強化計画の内容 
 
 
 （備考）用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
     変更後の認定経営基盤強化計画の内容は、変更前と変更後を対比して記載する。 
     



  様式第七 
認定経営基盤強化計画の履行状況の報告書                                          

 
年  月  日 

   主務大臣 名  殿 
    
             
                      （報告者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第９条第１項の規定に基づき、経営基盤強化に関

する計画の履行状況について下記のとおり報告します。 
 

記 
  １．経営基盤強化による収益性の向上の状況 

  ２．組織再編成を実施した時期及びその内容 

 ３．改革方針に基づく措置の実施状況 

 ４．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 

 ５．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 

 ６．優先出資の発行の状況 
 ７．持分の消却の状況 
 
 （優先株式等の引受け等が実施された場合） 
 ８．配当に関する事項 
 ９．引受け等が行われた優先株式等の内容 

 10．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策の実施状況（銀行持株会社又は長期信用銀行 

  持株会社が引受け等を求める場合に限る。） 

 

 （備考） 
  １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
  ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．経営基盤強化による収益性の向上の状況 
     収益性の向上の状況について、様式第一の別表を適宜補正して記載する(中間決算期の場合も 

    適宜補正する。）。また、計画と実績に乖離があった場合は、その理由を記載する。 

  ２．改革方針に基づく措置の実施状況 

     別表一により、改革方針に基づき実施した措置の実績と計画を対比させてそれぞれ記載する。 

  ３．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 

  （１）経営基盤強化計画の開始時期の従業員数（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である場 

    合には、その子会社たる銀行ごとにそれぞれ記載する。以下（5）まで同じ。） 

  （２）経営基盤強化計画の終了時期の従業員数 

  （３）経営基盤強化に充てた従業員数 

  （４）（３）中、新規採用された従業員数 

  （５）経営基盤強化に伴い出向又は解雇された従業員数 

  ４．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 

     別表二により、体制整備の実施状況を記載する。 

    ５．優先出資の発行の状況 

    優先出資の発行数を発行可能額と対比して記載する。 

  ６．持分の消却の状況 

    持分の消却の状況を認定経営基盤強化計画に記した指標を用いて記載する。 



（優先株式等の引受け等が実施された場合）    

   ７. 配当に関する事項 

    過去３期分の実績を様式第一の別表五により記載する。 

   ８．引受け等が行われた優先株式等の内容  

       別表三により、その内容を記載する。 

  

別表一 

   改革方針に基づき実施した措置の状況  

 
改革方針 

 
改革方針に基づく措置の実施結果

 
認定経営基盤強化計画における

改革方針に基づく措置の計画 

収益性の高い分野への

特化又は参入 

 

  

業務の合理化又は業務

の提供方法の改善 

 

  

 

業務のための必要度が

低い資産又は収益性の

低い資産の処分 

  

 （注）経営基盤強化計画に従って実施する全ての改革措置について記載する。 
    

別表二 
   業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項   

業務を行っている地域  

信用供与の方針  

実施状況 計画 体制整備に関する事項 

  

 （注） 
  １．業務（事業）を行っている地域（地区）は営業所（事業所）が設置されている都道府県名（市 
   町村名とすることも可）を記載する。 
  ２．地域（地区）により信用供与の方針が異なる場合は、それぞれについて記載する。 
  ３．体制整備に関する事項には、その実施状況を検証する体制を含めて記載する。 
 
別表三 
  優先株式等について    

【内容】 

 

【子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策の実施状況】 



 

（注）１．優先株式等の内容は、その商品性により以下の項目について記載する。 
   （１）優先株式（転換型）の場合 
     ・種類・発行株式数・発行価額・発行総額・非資本組入額・発行方法・払込期日 
     ・配当起算日・優先配当金・優先中間配当金・残余財産の分配・消却・議決権 
     ・新株引受権等・転換・その他の特約 
   （２）優先株式（社債型）の場合 
     ・種類・発行株式数・発行価額・発行総額・非資本組入額・発行方法・払込期日 
     ・配当起算日・優先配当金・優先中間配当金・残余財産の分配・消却・償還・議決権 
     ・新株引受権等・その他の特約 
   （３）劣後特約付金銭消費貸借の場合 
     ・借入金額・契約締結日・利息・元金の弁済期限・任意弁済・利息支払方法・劣後特約 
     ・その他の特約 
   （４）劣後特約付社債の場合 
     ・社債総額・払込日・利率・償還期日・コール条項・利息の支払方法・劣後特約 
     ・その他の特約 
   （５）優先出資の場合 
     ・種類・発行価額・発行総額・発行口数・非資本組入額・発行方法・払込期日・配当起算日 
     ・優先配当金・残余財産の分配・消却・償還・議決権・その他の特約 
   ２．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策については、引受け等により充実された 

    自己資本を金融機関等以外の子会社等に活用していないことを含め、具体的に記載すること。 
 

 

 

 

 



  様式第八 
認定経営基盤強化計画履行状況の報告内容の公表                                                                

 
年  月  日 

   
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第８条の規定に基づき、下記のとおり、認定経営
基盤強化計画の履行状況についての報告を公表する。 
 

記 
  １．報告を行った金融機関等の名称 
 ２．経営基盤強化による収益性の向上の状況 
  ３．組織再編成を実施した時期及びその内容 
 ４．改革方針に基づく措置の実施状況 
 ５．経営基盤強化に伴う労務に関する事項 
 ６．業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 
 ７．優先出資の発行の状況 
 ８．持分の消却の状況 
 
 （優先株式等の引受け等が実施された場合） 
 ９．配当に関する事項 
 10．引受け等が行われた優先株式等の内容 
 11．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策の実施状況（銀行持株会社又は長期信用銀行 
  持株会社が引受け等を求める場合に限る。） 
  
 

 
 
 （備考） 
   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領）   
   提出された別表も合わせて公表する。 
 
 



  様式第九 
 

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第 11 条第 1 項に基づく経営計画                                                                
 
 

年  月  日 
  主務大臣 名    殿 

                             住    所 

                             名    称 

                             代表者の氏名        印                                  
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第 11 条第 1 項の規定に基づき、下記により経営
計画を提出します。 
 

記 

  １．計画の期間 
 ２．引受け等が行われた優先株式等又は劣後債務の内容 
 ３．計画期間中の収益見通し 
  ４．収益見通しを達成するための計画期間中の業務運営方針 
  ５．劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けその他の方法により、その子 
  会社等の財務内容の健全化を確保するための方策（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である 
  場合に限る。） 
 
                                  
 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 

１．計画の期間 
  5年を超えないものに限る。 
２．計画期間中の収益見通し 
   計画期間中の各営業（又は事業）年度末決算における見通しを記載し、様式第一の別表一から 
 五を適宜補正して記載する。 

   ３．引受け等が行われた優先株式等の内容 
    様式第一の別表十を適宜補正して記載する。 
    



  様式第十 
 

経営計画の内容の公表                                                                
 
 

年  月  日 
   
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第 11 条第１項の規定に基づき下記の経営計画が
提出されたので、同法第 11 条第 4 項の規定に基づきこれを公表する。 

 

記 

  １．経営計画を提出した金融機関等の名称 
 ２．引受け等が行われた優先株式等又は劣後債務の内容 
 ３．計画の期間 
 ４．計画期間中の収益見通し 
  ５．収益見通しを達成するための計画期間中の業務運営方針 
  ６．劣後特約付社債の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けその他の方法により、その子 
  会社等の財務内容の健全化を確保するための方策 （銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社である 
  場合に限る。）  
  
                                  
 （備考） 
    用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    提出された別表も合わせて公表する。 
  



  様式第十一 
 

経営計画の履行状況の報告書                                                                
 
 

年  月  日 
   主務大臣 名 殿 
   
                         (報告者） 住    所 
                             名    称 
                              代表者の氏名            殿 
 
                              
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第 11 条第４項の規定に基づき、経営計画の履行
状況について下記のとおり報告します。 
 

記 

  １．引受け等が行われた優先株式等又は劣後債務の内容 
 ２．計画期間中の収益実績 
  ３．計画期間中の業務運営方針の状況 
  ４．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策 （銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社で 
  ある場合に限る。） 
                                  
 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
     １．引受け等が行われた優先株式等又は劣後債務の内容 

 様式第一の別表四の要領で記載する。 
２．計画期間中の収益実績 
   計画期間中の収益の実績を計画と対比させて様式第一の別表を適宜補正して記載する。 
３．計画期間中の業務運営の状況 
  経営計画に記載した業務運営方針に沿って実施した措置を記載する。残りの計画期間中の業務 

    運営の方針についても付記する。 
 



  様式第十二 
 

経営計画の履行状況の報告内容の公表                                                               
 
 

年  月  日 
    
                              
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第１１条第４項の規定に基づき、下記の経営計画
の履行状況についての報告を公表する。 
 

記 

  １．報告を行った金融機関等の名称  
 ２．引受け等が行われた優先株式等又は劣後債務の内容 
 ３．計画期間中の収益実績 
  ４．計画期間中の業務運営の状況 
  ５．子会社等の経営管理に関する事項 
  ６．子会社等の財務内容の健全性を確保するための方策（銀行持株会社又は長期信用銀行持株会社で 
  ある場合に限る。）  
 
                                  
 （備考） 
    用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    提出された別表もあわせて公表する。 
  



  様式第十三 
経営基盤強化の実施についての指導に関する計画                                                               

 
 

年  月  日 
 

   主務大臣 名  殿 
 
                
                      （提出者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
  
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２１条第２項の規定に基づき、下記の経営基盤
強化の実施の指導に関する計画を提出します。 
 

 
記 

  １．信託受益権等の買取りを求める理由 
 ２．買取りを求める信託受益権等の額及び内容 
 ３．信託受益権等の買取りを求める額の算定根拠 
 ４．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関から提出を受けた経営基盤強化計画の内容 
 ５．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の経営基盤強化のために行う指導の実施期間及び指導 
  の内容 
 ６．自らが保有する信託受益権等の額及び内容   
 

 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．買取りを求める信託受益権等額及び内容 
     買取りを求める額及び信託受益権等の内容について記載する。 
   ２．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関から提出を受けた経営基盤強化計画の内容 
     別表一から別表三により計画の内容を記載し、合わせて経営基盤強化計画による収益性向上の 
    程度について、様式第一の別表一から別表五を適宜補正してその内容を記載する。ただし、当該 
       協同組織金融機関が既に経営基盤強化計画を主務大臣に提出し、その認定を受けている場合は、 
       その旨を記載すれば足りる。 
   ３．指導の実施期間 
     当該信託受益権等に係る協同組織金融機関が提出した経営基盤強化計画の実施期間に基づく 
    ものとする。 
   ４．指導の内容 
     当該信託受益権等に係る協同組織金融機関が提出した経営基盤強化計画の履行を確保するた 
    めの経営指導方針及び指導体制並びに履行状況を検証する体制について記載する。      
    
     ５．自らが保有する信託受益権等の額及び内容  
    自らが保有する信託受益権等の額及び買取を求める信託受益権等に対応して記載する。 
   
 
 
 
 



別表一 
     当該信託受益権等に係る協同組織金融機関が行う経営基盤強化計画の内容 

計画の実施期間  

収益性の向上の目標  

当該協同組織金融機関

の自己資本の状況 

 

 

組織再編成 

 

実施内容及び時期 

組織再編成に係る他の当事者

協同組織金融機関の名称及び

当該協同組織金融機関の自己

資本の内容 

法第２条２項１号ハ    

法第２条２項１号ヘ   

 

改革方針 

 

実施する措置の内容 実施時期 

収益性の高い分野へ

の特化又は参入 

 

  

業務の合理化又は業

務の提供方法の改善 

 

  

 

業務のための必要度

が低い資産又は収益

性の低い資産の処分 

  

労務に関する事項 

 （注）１．複数の改革方針を策定する場合は、その全てについて記載する。 
    ２．自己資本の状況については、参考となる自己資本比率（単体及び連結）を記載する。 
    ３．組織再編成に係る他の当事者金融機関等には、名称・本店所在地・代表者名を記載する。 
    ４．労務に関する事項については、以下の項目について記載する。 
    （１）経営基盤強化の開始時期の従業員数 
         (２）経営基盤強化の終了時期の従業員数 
        （３）経営基盤強化に充てる予定の従業員数 
        （４）（３）中、新規採用される従業員数 
        （５）経営基盤強化に伴い出向又は解雇される従業員数 

 
  

別表二 
  業務を行っている地域における信用供与の方針及びそのための体制整備に関する事項 

業務を行っている地域  

信用供与の方針 

 

 



体制整備に関する事項 

 

 

 （注） 
  １．業務を行っている地域は営業所が設置されている都道府県名（市町村名とすることも可）を記 
   載する。 
  ２．地域により信用供与の方針が異なる場合は、それぞれについて記載する。 
  ３．体制整備に関する事項には、その実施状況を検証する体制を含めて記載する。 
 
別表三 
  優先出資又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けについて    

１．引受け等を求める理由 
２．引受け等を求める金額及びその算定根拠 

３．優先出資又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの内容 
（注）優先出資又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けの内容は、その商品性により以下の項目 
    について記載する。 
   （１）優先出資の場合 
     ・種類・発行価額・発行総額・発行口数・非資本組入額・発行方法・払込期日・配当起算日 
     ・優先配当金・残余財産の分配・消却・償還・議決権・その他の特約 
   （２）劣後特約付金銭消費貸借の場合 
     ・借入金額・契約締結日・利息・元金の弁済期限・任意弁済・利息支払方法・劣後特約 
     ・その他の特約 
    
 



 
  様式第十四 

信託受益権等の買取りを行うべき旨の決定について                                                               
 

年  月  日 
 
                           
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２１条第４項の規定に基づき、下記の信託受益
権等の買取りを行うべき旨の決定を行ったのでこれを同法第２２条の規定に基づき公表する。 
 

記 

 
 
  １．買取りに係る協同組織中央金融機関の名称 
   
 ２．買取りに係る経営基盤強化指導計画の内容 

 （備考） 
  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
   経営基盤強化指導計画の内容は様式第十三の例によるものとする。 
    



  様式第十五 
経営基盤強化指導計画の履行状況の報告書                                                                

 
年  月  日 

   主務大臣 名  殿 
                
                      （報告者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２３条第１項の規定に基づき、経営基盤強化指
導計画の履行状況について下記のとおり報告します。 
 

記 
  １．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 ２．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の経営基盤強化の実施のために行った指導の実施状況   
 ３．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 
 

 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．経営基盤強化指導計画における指導の実施状況 
   （１）指導の実施状況について、経営基盤強化指導計画に記載された指導の計画と対比させて記 
     載する。 
   （２）別表一により、当該信託受益権等に係る協同組織金融機関における経営基盤強化計画の実 
     施状況を記載する。合わせて、経営基盤強化計画による収益性向上の状況については、経営 
     基盤強化指導計画に記載された計画と対比させて記載する。ただし、当該協同組織金融機関 
     が既に経営基盤強化計画の履行状況を主務大臣に提出している場合は、その旨を記載すれば 
     足りる。 
    
   ２．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 
     別表二により、保有する信託受益権等の内容と、これに対する金銭の分配等に関する状況を 
    記載する。 
 
 
 



別表一 

当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の経営基盤強化計画の実施状況 

収益性の向上 

 

 

（計画） （実績） 

改革方針 改革方針に基づく措置の内容 措置の実行状況 

収益性の高い分野への

特化又は参入 

 

  

業務の合理化又は業務

の提供方法の改善 

 

  

 

業務のための必要度が

低い資産又は収益性の

低い資産の処分 

  

地域における信用供与
のための体制整備 
 

（計画） 

 
 

（実績） 

 
 

（注）１．収益性の向上について、計画値と実績値に乖離がある場合は、その理由も記載する。 
   ２．複数の改革方針を策定する場合には、その全てについて記載する。 
    

別表二 
 保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

種類 内容  金銭の分配等に関する状況 

１．取得優先出資等のみを 
 信託する信託の受益権 
 

  

２．資産の流動化に関する 
 法律第２条第５項に規 
 定する優先出資 

  

３．資産の流動化に関する 
 法律第２条第７項に規 
 定する特定社債 

  

    



  様式第十六 
経営基盤強化指導計画履行状況の報告内容の公表                                                                

 
年  月  日 

    
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２３条第２項において準用する同法第２２条の
規定に基づき、経営基盤強化指導計画の履行状況について下記のとおり報告を受けたので公表する。 
 

記 
  １．報告を行った協同組織中央金融機関の名称 
  ２．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 ３．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関の経営基盤強化の実施のために行った指導の実施状況   
 ４．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

 （備考） 
   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    提出された別表も合わせて公表する。 



  様式第十七 
 

金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２５条第１項に基づく経営指導計画                                                               
 

年  月  日 
 主務大臣 名  殿 
                
                      （提出者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
  
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２５条第１項の規定に基づき、下記の経営指導
計画を提出します。 
 

記 
 １．計画の期間 
 
 ２．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 
 ３．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の内容 
  
 ４．自らが保有する信託受益権等の内容 

 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の内容 
     当該協同組織金融機関に対する経営指導方針及び指導体制並びに当該指導を通じて達成が見 
    込まれる協同組織金融機関の収益、配当等の見通しについて様式第一の別表一から別表五を適宜 
       補正して記載する。 
     ２．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 
    別表一により、その内容を記載する。 
 
 
別表一 
  保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

種類 内容 金銭の分配等に関する状況 
取得優先出資等のみを
信託する信託の受益権 
 

  

資産の流動化に関する
法律第２条第５項に規
定する優先出資 

  

資産の流動化に関する
法律第２条第７項に規
定する特定社債 

  

 
  



  様式第十八 
経営指導計画の内容の公表                                                               

 
年  月  日 

 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２５条第４項において準用する同法第２２条の
規定に基づき、下記のとおり経営指導計画の提出を受けたので公表する。 
 

記 
 
  １．計画を提出した協同組織中央金融機関の名称 
 ２．計画の期間 
 ３．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 ４．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の内容 
  ５．自らが保有する信託受益権等の内容 

 （備考） 
  用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
   提出された別表も公表する。 



  様式第十九 
経営指導計画の履行状況の報告書                                                                

 
年  月  日 

   主務大臣 名  殿 
                
                      （報告者） 住    所 
                             名    称 
                                                        代表者の氏名            印 
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２５条第４項の規定において準用する同法第２
３条第１項の規定に基づき、経営指導計画の履行状況について下記のとおり報告します。 
 

記 
 
  １．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 ２．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の実施状況 
  ３．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

 （備考） 
   １．記名押印については、氏名を自署する場合、押印を省略することができる。       
   ２．用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    １．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の内容 
     当該協同組織金融機関に対する経営指導方針及び指導体制並びに当該指導を通じて達成が見 
    込まれる協同組織金融機関の収益、配当等の見通しについて様式第一の別表一から別表五を適宜 
       補正して記載する。 
      
   ２．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 
     別表一により、その内容を記載する。 
 

 
 
別表一 
  保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

種類 内容 金銭の分配等に関する状況 
取得優先出資等のみを
信託する信託の受益権 
 

  

資産の流動化に関する
法律第２条第５項に規
定する優先出資 

  

資産の流動化に関する
法律第２条第７項に規
定する特定社債 

  

 



  様式第二十 
経営指導計画履行状況の報告内容の公表                                                                

 
年  月  日 

   
 
 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法第２５条第４項の規定において準用する同法第２
３条第２項の規定に基づき、経営指導計画の履行状況について下記のとおり報告を受けたので公表する。 
 

記 
 
  １．報告を行った協同組織中央金融機関の名称 
 ２．買取りを受けた信託受益権等の内容 
 ３．当該信託受益権等に係る協同組織金融機関に対する指導の実施状況 
  ４．自らが保有する信託受益権等に対する金銭の分配等に関する状況 

 （備考） 
   用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。 
 （記載要領） 
    提出された別表も合わせて公表する。 
 


